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令和７年１１月５日 

国土交通省関東地方整備局 

東京国道事務所 

 

工事発注手続きについて 

～「Ｒ７国道３５７号砂町地区共同溝補強その７他工事」の発注手続きを行います～ 

 

東京国道事務所が発注する「Ｒ７国道３５７号砂町地区共同溝補強その７他工事」におい

て、不調・不落対策等を試行、採用します。 

 

 工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりや

めや不調が予測される工事について、不調・不落対策等を試行、採用しています。 

今回発注する「Ｒ７国道３５７号砂町地区共同溝補強その７他工事」については、以下のと

おり不調・不落対策等を試行、採用します。 

 

【不調・不落対策等】 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式） 企業実績評価型 

２．施工箇所が点在する工事の積算  

３．競争参加資格の緩和 

４．間接工事費実績変更方式  

５．見積活用方式 

６．難工事指定 

７．その他 

  ※詳細は次頁をご覧下さい。 

 

 

 

＜発表記者クラブ＞ 

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、都庁記者クラブ 

＜問い合わせ先＞ 

関東地方整備局 東京国道事務所 

電話 ０３－３５１２－９０９０（代表） メールアドレス：ktr-toukoku-press@mlit.go.jp 

副所長      関口（せきぐち）  （内線：２０６） 

道路工事調整課長 長井（ながい）   （内線：４８１） 
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《 工事概要 》 

（１）工 事 名：Ｒ７国道３５７号砂町地区共同溝補強その７他工事 

（２）工事場所：東京都江東区夢の島２丁目地先(砂町地区) 

東京都世田谷区北烏山６丁目地先(烏山地区) 

（３）工  期：契約締結日の翌日から令和９年３月３１日 

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

（５）工事種別：一般土木工事 C＋B 

（６）工事内容（概要）： 

＜砂町地区＞              ＜烏山地区＞ 

工事延長           Ｌ＝約９０ｍ   工事箇所          Ｎ＝１箇所 

耐震工（鋼矢板締切工）９６枚         作業土工          約２７０ｍ３ 

仮復旧工（車道）    約１００ｍ２   現場打躯体工（コンクリート）約３７ｍ３ 

縁石工             Ｌ＝約９０ｍ         （鉄筋）   約３ｔ 

排水構造物工     Ｌ＝約９０ｍ   付属設備工         １式 

防護柵工            Ｌ＝約９０ｍ   雑工            １式 

構造物撤去工       １式       舗装工           １式 

仮設工        １式       仮設工                  １式 

■工事概要図 

 

 

  施工箇所 

Ａ－Ａ‘断面 Ａ－Ａ‘断面 

砂町地区 烏山地区 
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《不調･不落対策等》 

 １．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもの

です。 

    特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式とな

っています。 

１）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 

（参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 

２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工事

施工実績、本発注工事の工事種別における新規契約の有無及び賃上げの実施、ワー

ク・ライフ・バランス関連認定企業の評価を加算点としています。 

３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 

 

２．施工箇所が点在する工事の積算について 

施工箇所が点在する工事の積算について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や交通規制

等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることか

ら、共通仮設費、現場管理費を箇所毎に算出する「施工箇所が点在する工事の積算」を採用

します。 

本工事の地区は、砂町地区、烏山地区とし、詳細は下図のとおりです。 
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３．競争参加資格の緩和 

１）対象等級の拡大 

競争参加者数が少数と見込まれることから、対象等級をＣ等級からＣ等級又はＢ等級

に拡大します。 

２）企業に求める施工実績の緩和 

 企業に求める施工実績を「片側２車線以上の供用中の道路において、交通を確保しな

がら車線減少を行った工事」に限定せず、（ア）､（イ）を要件として緩和をします。 

（ア）鋼矢板（軽量鋼矢板は除く）の打ち込みを行った工事であること。 

（イ）交通を確保しながら交通規制を行った道路の工事であること。 

ただし、（ア）、（イ）は同一工事でなくてもよい。 

 

４．間接工事費実績変更方式（烏山地区のみ） 

○実績により変更を行う工種 

共通仮設費（率分）のうち、「安全費」、「運搬費」及び「営繕費」 

○実績により変更を行う理由 

本工事のうち烏山中間立坑は、東京都２３区内における自動車交通量の多い国道２０号

に位置します。供用中の国道２０号は狭隘な４車線道路で、日々の覆工板開閉を伴う中央

２車線の交通規制を行う施工であること及び交通量の多い交差点に隣接していることか

ら、施工箇所について、協議等により通過交通への配慮や夜間交通規制に必要な安全施設

等の設置に要する費用が多大となることが想定されます。 

また、施工箇所は中央車線の狭隘な箇所であることから、作業スペースの確保が困難で

あり、その都度資機材の搬入が必要となることが想定されます。さらに、現場事務所・労

働者宿舎の借り上げに要する費用は、工事箇所が住宅街であるため、「営繕費」につい

て、標準的な積算と実勢価格に乖離が生じることが想定されます。このため、「安全費」、

「運搬費」及び「営繕費」において標準的な積算と実勢価格に乖離が生じることが予想さ

れることから、その妥当性を確認のうえ実績により共通仮設費（率分）について変更する

『間接工事費実績変更方式』を試行します。 

 

５．見積活用方式（烏山地区のみ） 

○見積の提出を求める工種  

直接工事費のうち、以下に係わるもの。 

開削土工、現場打構築工（型枠、鉄筋、機械式継手、コンクリート、支保、目地材、 

防水、防水保護）、仮設工（覆工板開閉、切梁・腹起し）※仮設工は撤去のみ。 

○見積の提出を求める理由 

本工事は、交通量が多い道路での日々の覆工板開閉に伴う狭隘な現場条件での工事であ

るため、作業効率の低下が懸念されます。このため、入札者からの見積の提出を求め、そ

の価格の妥当性を検証のうえ、予定価格に反映する「見積活用方式」を試行します。 

 



 5 / 6 

 

６．難工事指定（砂町地区・烏山地区） 

本工事は、交通量の多い現道の交通規制を伴い、また狭隘な施工箇所であることから厳

しい安全管理と施工管理が必要であるため、『難工事指定』を採用します。『難工事指

定』された工事は、完成時に７０点以上の工事成績評定を通知された場合、今後発注され

る「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象とな

ります。また、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、審査

基準日の月以前の 4 年間が評価対象となります。 

 

７．その他 

砂町地区の施工について、当該箇所周辺の過年度工事では、常設帯による昼間施工を

実施しています。 

 

《スケジュール》 

○入札公告、入札説明書交付         ：令和 7 年１１月 ５日（水） 

○技術資料等の提出期限           ：令和 7 年１１月１９日（水） 

○入札書及び工事費内訳書の提出期限     ：令和８年 １月１４日（水） 

○開 札 日                ：令和８年 １月１９日（月） 
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